
外航貨物専用定期航路事業の届出等について

１．事業開始の届出

航路ごとに、事業の開始の10日前までに届け出てください。

＜提出書類＞

①外航貨物専用定期航路事業開始届出書

②航路図（航路の起点、寄港地及び終点を明示したもの）

③使用船舶明細書（第十号様式）

＜提出先＞

主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局

※主たる事務所又は営業所が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県にある場合

関東運輸局海事振興部貨物課

〒231-8433 横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第二合同庁舎16階

ＴＥＬ ０４５（２１１）７２７２

ＦＡＸ ０４５（２０１）８７８８

※主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所を経由して届け出

ることもできます。

＜提出部数＞

本紙 １通

写し １通（運輸支局又は海事事務所を経由する場合は２通）

※事業者様控えが必要な場合は写し１通追加してください。（郵送する場合は

返信用封筒を同封してください。）

２．届出をした事項を変更するとき

届出をした事項を変更しようとするときは、変更の10日前までに届け出てくださ

い。

＜提出書類＞

①外航貨物専用定期航路事業変更届出書

変更の内容に応じて次の書類を添付してください。

②航路図（航路の起点、寄港地及び終点を明示したもの）

③使用船舶明細書（第十号様式）

＜提出先＞ 開始届と同じ

＜提出部数＞ 開始届と同じ

３．航路を廃止したとき

届出をした航路を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届け出てください。



＜提出書類＞

外航貨物専用定期航路事業廃止届出書

添付書類 なし

＜提出先＞ 開始届と同じ

＜提出部数＞ 開始届と同じ

４．定期報告書の提出について

海上運送法に基づき、下記の報告書の提出が必要です。

報告書名 様式 提出期限

外航船舶運航実績報告書 第二号様式 翌々月の末日まで

使用船舶明細報告書 第六号様式 同年の７月末日まで

損益計算書・貸借対照表 定めなし

損益及び資産明細表 第八号様式 決算期経過後90日以内

事業概況報告書 第九号様式

＜提出先＞

国土交通省海事局外航課

〒100-8918 千代田区霞が関２－１－３

ＴＥＬ ０３（５２５３）８１１１ 内線４３９５６

直 通 ０３（５２５３）８６１９


